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歩
行
が
困
難
な
方
の
う
ち
、
次
の
①
ま

た
は
②
の
用
件
に
該
当
す
る
方
は
、
事
前

に
選
挙
管
理
委
員
会
で
「
郵
便
等
投
票
証

明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
、
自
宅
で
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
ご
自

分
で
投
票
の
記
載
が
で
き
る
方
が
対
象
で

す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

　

次
の
表
の
障
害
名
に
つ
い
て
、
そ
の
等

　

級
に
該
当
す
る
方

②
介
護
保
険
の
要
介
護
者
で
「
要
介
護
５
」

　

の
方

　
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方

は
、
代
理
記
載
人
に
よ
り
投
票
を
し
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

　

る
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
ま

　

た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
「
１
級
」

　

と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

○
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

　

方
で
、
戦
傷
病
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は

　

視
覚
の
障
害
の
程
度
が
「
特
別
項
症
か

　

ら
第
２
項
症
ま
で
」
と
記
載
さ
れ
て
い

　

る
方

　

住
所
が
大
田
原
市
に
あ
っ
て
、
出
張
な

ど
で
長
期
間
他
の
市
町
村
に
滞
在
し
て
い

る
方
は
、
郵
便
に
よ
り
投
票
用
紙
を
請
求

し
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在

者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
。
有
権
者
が
求

め
る
こ
と
も
禁
止
。

　

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、

明
る
い
選
挙
を
実
現

し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
選
挙
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
５

　

行
政
改
革
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て

も
行
政
に
求
め
ら
れ
る
課
題
で
す
。

　

市
で
は
、
平
成
17
年
10
月
の
市
町
村
合

併
後
、
厳
し
い
時
代
に
対
応
し
た
行
政
推

進
を
目
指
し
『
第
一
次
新
大
田
原
市
行
政

改
革
大
綱
』
を
策
定
し
、
大
田
原
市
の
行

財
政
の
効
率
的
な
運
営
を
推
進
し
て
い
ま

す
。

　

大
田
原
市
行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
く
行

政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
「
大
田
原
市
行

政
改
革
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
、
広
く

市
民
の
皆
様
の
声
を
反
映
し
た
実
効
性
の

あ
る
行
政
改
革
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
大
田
原
市
行
政
改
革
推
進
委

員
会
の
委
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。
あ
な
た
の
声
を
大
田
原
市
の
行
政
改

革
に
反
映
さ
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
気
軽

に
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

●
委
員
会
の
構
成

　

市
民
の
方
々
か
ら
の
公
募
委
員
、
各
種

　

団
体
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

●
委
員
会
の
役
割

　

行
政
改
革
推
進
本
部
長
で
あ
る
市
長
か

　

ら
の
諮
問
事
項
に
関
す
る
審
議
・
答
申
、

　

大
綱
の
推
進
状
況
に
つ
い
て
必
要
な
助

　

言
を
行
う
こ
と
な
ど
で
す
。

●
応
募
資
格

　

市
内
在
住
で
行
政
改
革
に
高
い
関
心
が

　

あ
り
、
委
員
会
に
出
席
可
能
な
方

※
委
員
会
の
開
催
予
定

　

平
成
22
年
度　

年
３
回
程
度

　

平
成
23
・
24
年
度　

未
定

●
募
集
人
員　

10
名
以
内

●
任　

期

　

２
年

 

（
平
成
22
年
７
月
〜
平
成
24
年
６
月
）

●
応
募
方
法

◇
６
月
16
日
（
水
）か
ら
６
月
29
日
（
火
）

　

ま
で
に
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　

し
、
行
政
改
革
推
進
課(

市
役
所
本
庁

　

３
階
）ま
で
郵
送
ま
た
は
ご
持
参
く
だ

　

さ
い
。

　
（
郵
送
の
場
合
は
、
当
日
消
印
有
効
）

◇
申
込
書
は
行
政
改
革
推
進
課
、
各
支

　

所
・
出
張
所
、
各
地
区
公
民
館
に
ご
用

　

意
し
て
い
ま
す
。

●
選
考
方
法

　

選
考
委
員
会
に
て
選
考
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

行
政
改
革
推
進
課
行
政
改
革
担
当

　
　

〒
３
２
４
‐
８
６
４
１

　
　

大
田
原
市
本
町
１
‐
４
‐
１

　
　
　
（
２
３
）１
３
８
９

大
田
原
市
行
政
改
革
推
進

委
員
会
委
員
募
集

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

代
理
記
載
制
度

滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票

み
ん
な
で
守
ろ
う
「
三
な
い
運
動
」

政
治
家
や
候
補
者
な
ど
が
選
挙
区

内
の
人
に
、
お
中
元
や
お
歳
暮
な

ど
の
金
品
を
贈
る
こ
と
は
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す

贈らない！求めない！受け取らない！

政
治
家
や
候
補
者
な
ど
に
選
挙
区

内
の
人
が
、
お
祭
り
や
集
会
な
ど

の
寄
附
や
差
入
な
ど
の
金
品
を
求

め
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す

政
治
家
や
候
補
者
な
ど
か
ら
選
挙

区
内
の
人
は
、
祝
儀
や
餞
別
な
ど

の
金
品
を
受
け
取
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん

両下肢機能・体幹機能
・移動機能などの障害

心臓・じん臓・呼吸器
・ぼうこう・直腸・小
腸などの機能障害

免疫・肝臓の障害

等級

１級
２級

１級
３級

１級
２級
３級

障害名


